2025年9月26日
株式会社reborn(WLH)
【reborn】2給与規程　DC 新旧対照表
	新（5版）
	旧
	備考欄



	（目　　的）
	（目　　的）
	

	　　第１条　この規程は、従業員（非正規雇用従業員、臨時雇用者を除く）の給与に関する事項を定めたものである。
	　　第１条　この規程は、従業員（パートタイマー、臨時雇用者を除く）の給与に関する事項を定めたものである。
	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）

	（給与の体系）
	（給与の体系）
	

	　　第４条　給与は、これを基本給、諸手当と割増給与とに区分し、その体系は、次のとおりとする。
	　　第４条　給与は、これを基本給、諸手当と割増給与とに区分し、その体系は、次のとおりとする。
	

		固定的給与
	変動的給与

	基本給
役職手当
管理手当
業務手当
資格手当
オンコール手当
	通勤手当
早番遅番手当
夜勤手当
宿直手当
車両使用手当
出張手当
土日祝手当

	時間外給与（手当）
	その他の給与（手当）

	普通残業手当
休日出勤手当（法定、法定外）
深夜残業手当
深夜手当
	調整手当
処遇改善加算手当
事業所手当
特別手当
その他手当



		固定的給与
	変動的給与

	基本給
役職手当
管理手当
業務手当
資格手当
	通勤手当
早番遅番手当
夜勤手当
宿直手当
車両使用手当
出張手当

	時間外給与（手当）
	その他の給与（手当）

	普通残業手当
休日出勤手当（法定、法定外）
深夜残業手当
深夜手当
	調整手当
処遇改善加算手当
事業所手当
特別手当
その他手当



	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）

	（オンコール手当）
	
	（新設）

	　第１１条　オンコール手当は、勤務時間外であっても必要に応じて電話及び緊急時対応をするために、自宅等で待機を命じられた従業員に対し待機日数分を付与する。１日（１回）当たりのオンコール手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。　
	　　　　　　
	（新設）

	（略）
	
	（略）

	（出張手当）
	（出張手当）
	

	　第１７条　出張手当は、1泊2日以上の出張勤務に対し別に定める金額を代表者の承諾を経て支給する。その場合は、通常の労働時間を労働したものとみなす。
	　第１６条　出張手当は、1泊2日以上の出張勤務に対し別に定める金額を代表者
	（変更）

	(削除)
	の承諾を経て支給する。その場合は、通常の労働時間を労働したものとみなす。
	（削除）

	（土日祝手当）
	
	（新設）

	　第１８条　土日祝手当は、土日祝日に勤務した従業員に対し勤務した日数（時間数）に応じて支給する。１日（１時間）当たりの土日祝手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。
	　　　　　　
	（新設）

	（略）
	（略）
	（略）

	（処遇改善加算手当）
	（処遇改善加算手当）
	

	　第２０条　処遇改善加算手当は、厚生労働省の定める福祉・介護職員処遇改善加算の制度に基づき、介護及び障がい福祉業務（利用者に対する直接支援業務に限る）に携わる従業者に対し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別に決定し、支給する。なお本制度が変更・改正され、加算の算定が見送れた際は本手当も支給を廃止する。
	　第１８条　処遇改善加算手当は、厚生労働省の定める福祉・介護職員処遇改善加
	（変更）

	(削除)
	算の制度に基づき、介護及び障がい福祉業務（利用者に対する直接支援業務
に限る）に携わる従業者に対し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別
に決定し、支給する。なお本制度が変更・改正され、加算の算定が見送れた
際は本手当も支給を廃止する。
	（削除）

	（事業所手当）
	（事業所手当）
	

	　第２１条　事業所手当は、厚生労働省の創設した介護職員等処遇改善支援金制度（以下「支援補助金制度」という。）算の制度に基づき、厚生労働省の定める支援補助金制度の対象になっている介護及び障がい福祉業務に携わる従業者に対し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別に決定し支給する。支給額は、支援補助金制度による加算見込額の範囲において、法人が定める額とし、支給日現在に在籍していない者については、支給しないものとする。なお本制度が変更・改正され、この制度の算定が見送れた際は本手当も支給を廃止する。
	　第１９条　事業所手当は、厚生労働省の創設した介護職員等処遇改善支援金制度
	（変更）

	(削除)
	（以下「支援補助金制度」という。）算の制度に基づき、厚生労働省の定める支
援補助金制度の対象になっている介護及び障がい福祉業務に携わる従業者に対
し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別に決定し支給する。
支給額は、支援補助金制度による加算見込額の範囲において、法人が定める額
とし、支給日現在に在籍していない者については、支給しないものとする。
なお本制度が変更・改正され、この制度の算定が見送れた際は本手当も支給を
廃止する。
	（削除）

	（特別手当及びその他の手当）
	（特別手当及びその他の手当）
	

	　第２２条　会社は、業務上必要な場合及び従業員の処遇の適正を図る場合は、新たに特別手当等の付与を役員会の決定を経て執行する場合がある
	　第２０条　会社は、業務上必要な場合及び従業員の処遇の適正を図る場合は、新
	（変更）

	(削除)
	たに特別手当等の付与を役員会の決定を経て執行する場合がある
	（削除）

	（平均所定労働時間と平均所定労働日数）
	（平均所定労働時間と平均所定労働日数）
	

	　第２３条　１か月平均所定労働日数及び１か月平均所定労働時間は、次の通りとする。
	　第２１条　１か月平均所定労働日数及び１か月平均所定労働時間は、次の通りとする。
	

	　　　　　　　　　　　　　　その年度の年間所定労働日数　
１か月平均所定労働日数＝　　－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12か月

　　　　　　　　　　　　　　その年度の年間所定労働時間数
１か月平均所定労働時間＝　　ーーーーーーーーーーーーーー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12か月
	その年度の年間所定労働日数　
１か月平均所定労働日数＝　　
12か月

その年度の年間所定労働時間数
１か月平均所定労働時間＝
12か月
	（追加）

	（１時間あたりの算定基礎額）
	（１時間あたりの算定基礎額）
	

	　第２４条　勤務１時間あたりの算定基礎額とは、次の通りとする。
	　第２２条　勤務１時間あたりの算定基礎額とは、次の通りとする。
	

	　　　基本給＋諸固定手当
ーーーーーーーーーーーーーーーー
　　１か月の平均所定労働時間
	基本給＋諸固定手当
　　　　　　１か月の平均所定労働時間
	（変更）

	（時間外勤務手当）
	（時間外勤務手当）
	

	　第２５条（略）
	　第２３条（略）
	（略）

	　　　　２　ただし、前項の規定にかかわらず、第９条に規定される業務手当が支給されている場合は一給与支払期において30時間までの時間外労働に対しては支給しない。
	　　　　２　ただし、前項の規定にかかわらず、第12条に規定される業務手当が支給されている場合は一給与支払期において30時間までの時間外労働に対しては支給しない。
	（変更）

	　　　　３〜７（略）
	　　　　３〜７（略）
	（略）

	（深夜勤務手当）
	（深夜勤務手当）
	

	　第２６条　従業員が午後10時より午前5時までの深夜に勤務に服した場合には、次の計算により深夜勤務手当を支給する（所定労働時間内の深夜労働）。
	　第２４条　従業員が午後10時より午前5時までの深夜に勤務に服した場合には、次の計算により深夜勤務手当を支給する（所定労働時間内の深夜労働）。
	

	第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額×深夜勤務時間×0.25
尚、深夜勤務手当に替えて夜勤手当を支給する場合は、深夜勤務手当を支給しない。
	第22条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額×深夜勤務時間×0.25
尚、深夜勤務手当に替えて夜勤手当を支給する場合は、深夜勤務手当を支給しない。
	（変更）

	（休日勤務手当）
	（休日勤務手当）
	

	　第２７条　所定休日に勤務することを命ぜられ従業員がその勤務に服した場合には、次の計算により休日勤務手当を支給する。
	　第２５条　所定休日に勤務することを命ぜられ従業員がその勤務に服した場合には、次の計算により休日勤務手当を支給する。
	

	（１）就業規則第２５条に規定されている4週4日を超える法定外休日勤務に服した場合
	（１）就業規則第25条に規定されている4週4日を超える法定外休日勤務に服した場合
	（変更）

	第２４条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間
ただし、上記の休日勤務に服した結果、当該週の総労働時間が40時
間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×40時間を超えた時間×0.25
なお、一給与支払期における時間外勤務時間との合計が、60時間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　 ×60時間を超えた時間×0.50
	第22条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間
ただし、上記の休日勤務に服した結果、当該週の総労働時間が40時
間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第21条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×40時間を超えた時間×0.25
なお、一給与支払期における時間外勤務時間との合計が、60時間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第22条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　 ×60時間を超えた時間×0.50
	（変更）

	（２）就業規則に規定されている4週4日の法定休日に休日勤務に服した場合
	（２）就業規則に規定されている4週4日の法定休日に休日勤務に服した場合
	

	第２４条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間×1.35
	第22条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間×1.35
	（変更）

	　　　　２（略）
	　　　　２（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（臨時昇給）
	（臨時昇給）
	

	　第２９条　臨時昇給は、次に該当する者について昇給の必要があると認めた場合に支給する。
	　第２７条　臨時昇給は、次に該当する者について昇給の必要があると認めた場合に支給する。
	

	（１）（略）
	（１）（略）
	（略）

	（２）他の者と比較して著しく不均衡な者
	（２）他の者と比較して著しく不均衡なとき
	（変更）

	（３）その他特別な事情があった者
	
	（新設）

	（賞　与）
	（賞　与）
	

	　第３０条　賞与は、会社の業績、社会経済事情を勘案し、原則として8月及び12月に支給する。算定期間は以下の通りとする。ただし、会社の業績資金状況により支給時期を延期し、または支給しないことがある。ただし特別の事情があるときは随時支給することがある。
	　第２８条　賞与は、会社の業績、社会経済事情を勘案し、原則として8月及び12月に支給する。算定期間は以下の通りとする。ただし、会社の業績資金状況により支給時期を延期し、または支給しないことがある。
	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）

	　　　　２、３（略）
	　　　　２、３（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）

	（欠勤・遅刻・早退等の取扱い）
	（欠勤・遅刻・早退等の取扱い）
	

	　第３１条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、第２４条に定める1時間あたりの算定基礎額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を本来支給されるべき給与額から差し引くものとする。
	　第２９条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、第22条に定める1時間あたりの算定基礎額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を本来支給されるべき給与額から差し引くものとする。
	（変更）

	　　　　２　前項の規定にかかわらず、一給与計算期間に4日以上欠勤がある場合は、以下の計算式により算出された額を支給する。
	　　　　２　前項の規定にかかわらず、一給与計算期間に4日以上欠勤がある場合は、以下の計算式により算出された額を支給する。
	

	第２４条に定める１時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
	第22条に定める１時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
	（変更）

	　　　　３、４（略）
	　　　　３、４（略）
	（略）

	（中途入社及び退職・解雇された従業員の取扱い）
	（中途入社及び退職・解雇された従業員の取扱い）
	

	　第３２条　給与の計算期間中において、途中入社あるいは退社・解雇された者に対しては以下の計算式により算出された額を支給する。ただし、算出された額がその者の1か月の所定給与より多くなる場合は所定給与を支給する。
	　第３０条　給与の計算期間中において、途中入社あるいは退社・解雇された者に対しては以下の計算式により算出された額を支給する。ただし、算出された額がその者の1か月の所定給与より多くなる場合は所定給与を支給する。
	

	第２４条に定める1時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
	第22条に定める1時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
	（変更）

	　　　　２　通勤手当（固定）、調整手当は、以下の計算式により算出された額を支給する。
	　　　　２　通勤手当（固定）、調整手当は、以下の計算式により算出された額を支給する。
	

	（１か月に支給される手当の額÷1か月の平均所定労働日数）×実際の出勤日数
	（１か月に支給される手当の額÷1か月の平均所定労働日数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×実際の出勤日数
	（変更）

	（略）
	（略）
	（略）



-1-
